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よ
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▼
日
本
年
金
機
構
か
ら
の
お
知
ら

せ

　

年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要

な
保
険
料
の
納
付
期
間
が
、
25
年

か
ら
10
年
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。

　

対
象
と
な
る
方
に
日
本
年
金
機

構
よ
り
「
短
縮
」
と
記
載
し
た
黄

色
の
封
筒
を
順
次
お
届
け
し
て
い

ま
す
。

　

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、

「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
０
５
７

０-

０
５-

１
１
６
５
）
」
で
予
約

の
上
、
で
き
る
だ
け
お
早
目
に
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限

ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

平
成
29
年
４
月
分
か
ら
平
成
30

年
３
月
分
ま
で
の
国
民
年
金
保
険

料
は
、
月
額
１
６
，４
９
０
円
で

す
。
保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
ら
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、

金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る

納
付
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を

利
用
し
て
の
納
付
、
そ
し
て
便
利

で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
期
限
ま
で
に
納

め
て
い
た
だ
け
な
い
方
に
対
し
て
、

電
話
、
書
面
、
面
談
に
よ
り
早
期

に
納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
案
内
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
と
、

強
制
徴
収
の
手
続
き
に
よ
っ
て
督

促
を
行
い
、
指
定
さ
れ
た
期
限
ま

で
に
納
付
が
無
い
場
合
は
、
延
滞

金
が
課
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

※
納
付
義
務
の
あ
る
方
の
財
産
を

差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
早
め
の
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
免
除
さ

れ
る
制
度
や
猶
予
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
の
で
、
町
の
国
民
年
金

窓
口
へ
ご
相
談
す
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

※
納
付
義
務
者
は
被
保
険
者
本
人
、

連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を
負

う
配
偶
者
及
び
世
帯
主
に
な
り

ま
す
。

▼
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特

例
制
度
の
ご
案
内

　

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
で
あ

れ
ば
、
学
生
も
加
入
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
学
生
の
方
は
一
般
的

に
所
得
が
少
な
い
た
め
、
ご
本
人

の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
は
、
学
生
教
育

法
に
規
定
す
る
大
学
（
大
学
院
）
、

短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専

門
学
校
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学

校
（
修
業
年
限
1
年
以
上
で
あ
る

課
程
）
に
在
学
す
る
学
生
等
で
、

ご
本
人
の
前
年
所
得
が
次
の
計
算

式
で
計
算
し
た
金
額
以
下
で
あ
る

こ
と
が
条
件
で
す
。

〈
所
得
の
め
や
す
〉

１
１
８
万
円
＋｛
扶
養
親
族
等
の

数
×
38
万
円
｝

　

学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間
は

4
月
か
ら
翌
年
3
月
ま
で
と
な
り

ま
す
が
、
承
認
を
受
け
た
次
の
年

度
も
在
学
予
定
で
あ
る
場
合
、
4

月
始
め
に
再
申
請
の
用
紙
が
届
き

ま
す
。
引
続
き
学
生
納
付
特
例
制

度
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
必
要
事

項
を
記
入
の
上
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

▼
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特

例
申
請
に
つ
い
て

　

学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り
、

平
成
28
年
度
に
保
険
料
納
付
を
猶

予
さ
れ
て
い
る
方
で
、
平
成
29
年

度
も
引
き
続
き
在
学
予
定
の
方
へ
、

3
月
末
に
基
礎
年
金
番
号
等
が
印

字
さ
れ
た
ハ
ガ
キ
形
式
の
学
生
納

付
特
例
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

同
一
の
学
校
に
在
学
さ
れ
て
い

る
方
は
、
こ
の
ハ
ガ
キ
に
必
要
事

項
を
記
入
し
返
送
い
た
だ
く
こ
と

に
よ
り
、
平
成
29
年
度
の
申
請
が

で
き
ま
す
。（
こ
の
場
合
、
在
学
証

明
書
又
は
学
生
証
の
写
し
の
添
付

は
不
要
で
す
。）

　

な
お
、
平
成
29
年
度
は
学
生
納

付
特
例
制
度
を
利
用
せ
ず
、
保
険

料
の
納
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は

納
付
書
を
作
成
し
て
送
付
し
ま
す
。

お
手
数
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
高

知
西
年
金
事
務
所
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

▼
国
民
年
金
保
険
料
免
除
な
ど
の

申
請
に
つ
い
て

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不

慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害

基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付

が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料

免
除
制
度
」
や
「
若
年
者
（
30
歳

未
満
）
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り

ま
す
の
で
、
住
民
登
録
を
し
て
い

る
町
の
国
民
年
金
担
当
窓
口
で
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は

窓
口
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
の
免
除
な
ど
の
受

付
は
平
成
29
年
７
月
１
日
か
ら
開

始
さ
れ
、
平
成
29
年
７
月
分
か
ら

平
成
30
年
６
月
分
ま
で
の
期
間
を

対
象
と
し
て
審
査
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
申
請
が
で
き
る
過
去
期

間
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
を
提
出

し
た
日
か
ら
２
年
１
か
月
前
ま
で

に
な
り
ま
す
。

　

失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
に

な
っ
た
も
の
の
、
申
請
を
忘
れ
て

い
た
た
め
に
未
納
期
間
を
有
し
て

い
る
方
な
ど
は
、
町
の
国
民
年
金

窓
口
ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
西
年
金
事
務
所
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